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今回のお役立ち情報は・・・ 

処方箋発行元の病院名や医療機関コード等が変更になった場合の便利な病院登録機能についてご案内させていただきます。 

※V6・V7 をご使用のお客様が対象です。掲載しているシステムの画面イメージは V7 のものですが、V6 でも操作は同様です。 

ノアメディカルシステム(株)製品をご利用のお客様向けの情報提供です。患者様への配布や、弊社ユーザー様以外の医療機関関係者のご使用は固くお断りさせていただきます。 

 

病院名や医療機関コード等が変更になった場合の病院登録 
 

1. 前置き 
 

既に病院診療科医師登録が済んでいる病院の、病院名や医療機関コード、住所等が変更となるケースがあり得ます。 

この場合、過去処方入力分のレセプト等へ影響がでないよう、既存登録とは別に新規の病院登録をお願いしております。 

新規登録は一から病院・診療科・医師の情報を手入力して登録して頂くか、既存の病院診療科医師登録をコピーし変更箇所

のみ上書き訂正して登録して頂くことも可能です。後者の複写機能は診療科や医師の登録操作を省略できますので大変便利

な機能です。今回は複写機能を使用した病院名や医療機関コード等が変更になった場合の病院登録方法をご案内します。 

 

2. 複写機能を用いた新規の病院診療科医師登録 
 

（例）病院名と医療機関コードの変更 

 A 病院（医療機関コード 111,111,1） ➡  A 総合医療センター（医療機関コード 222,222,2） 

 

① 病院診療科医師登録を開きます。 

メニュー マスター登録 → 病院診療科医師登録 

 

② 左側の病院名一覧より登録済みの「A 病院」を選択します。 
 

図1【V7】病院診療科医師登録画面 

 

 

③ F12 ▼ ⇒F2 病院複写を押下します。 

 

 

 

ワンポイント 

 

病院の医療機関コードが変更となる理由として多いものは、移転や開設者や組織の変更（法人化等）

等です。ただし、地番整理による住所変更や近隣住所への移転では変更にならないケースもあり得ます。 

ケースバイケースとなるため、病院様の名称変更や移転を確認された場合は、医療機関コードの変更

有無についてもご確認をお勧めいたします。 

処方箋記載の医療機関コードをご確認頂くか、または病院様へ直接お問合せください。 
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④ 病院複写画面「上記の病院コードで複写しますか？」を「する(+)」で進みます。 
 

図2【V7】病院複写画面 

 

 

⑤ 「病院コード XXXX へ複写が完了しました。」を「OK」で進みます。 

 

⑥ 左側の病院名一覧から複写登録された新病院コード「A 病院」を選択し、画面下部の編集欄で医療機関コードや病院名、 

カナ名、表示略称名など変更となった項目を手動で上書き訂正し、最後に F9 更新を押下します。 
 

図3【V7】複写操作後の病院診療科医師登録画面 

 

 

⑦ 新病院コード「A 総合医療センター」の登録完了です。 
 

図４【V7】登録完了後の病院診療科医師登録画面 

 

ワンポイント 

 

●住所、電話番号、診療科や医師名など必要に応じて訂正や追加を行ってください。 

●病院複写を行うと、複写元（旧病院コード）の表示有無が｢0:無｣へ自動的に変更されます。 

 （以降の処方入力時に誤って旧病院コードを使用してしまうことを防止します。） 

※新病院コード欄は空いているコードが自動採番されますので、 

基本的には入力不要です。 

任意でコードを割り当てたい場合は直接ご入力してください。 

※変更箇所を手動で上書き訂正 

※診療科や医師も自動的に複写登録されている 
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3. よくあるお問合せ 
 

 

過去分レセプトの再出力が必要な場合に旧医療機関コードで発行不可となるため上書きしないでください。 
 

 

過去分レセプトの再出力時が必要な場合に旧病院名で発行不可となります。 

また、電子薬歴をお使いの場合、薬歴として旧病院名が残りませんので原則として上書きはお勧めしません。 
 

 

過去分レセプトの再出力時が必要な場合に旧住所で発行不可となるため原則として上書きはお勧めしません。 
 

 

新医療機関コードの病院登録を追加し、当月分の入力済み処方入力の病院コードを１件ずつ訂正する必要があります。 

万一訂正漏れが起きますと、レセプトに出力されるコードの誤りや意図せずレセプトが複数に分かれてしまう等が発生します 

のでくれぐれもご注意ください。 
 

 

原則として、病院の医療機関コードが変われば同月内同患者様であってもレセプトは旧・新２件で請求することになります。 

新医療機関コードの病院登録を追加し、変更日前後の処方入力の病院コード選択でお間違えがないようご注意ください。 
 

 

処方箋の記載変更が間に合っていないケースもあり得るため直接病院様へお問い合わせをお願いいたします。 

病院様より「コード変更なし」とのご回答である場合は、オンライン請求の「請求確定（エラー分含む）」機能をご利用ください。

（ただし、弊社にてレセプト請求可を保証するものではございません。）または、エラー発生原因についてレセプト請求先である

審査支払機関へお問い合わせをお願いいたします。 

 
 

本資料は制度や仕様の変更などで予告なく変更・削除される場合がございます。 

調剤報酬算定や調剤行為ルールの解釈に係る部分につきましては「明文化されていない」「地域ごとの解釈ルールの存在」等により内容の 

正確性を保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接的に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。 

予めご了承のほどお願いいたします。 

 

■本件についてのお問合先 

ノアメディカルシステム株式会社 ノアサポートセンター TEL:092-283-5560 
   FAX 専用お問い合わせシートもご利用ください。（カスタマーサイトのホーム画面下部よりダウンロードいただけます） 

 

Q1. 医療機関コードのみ変更になりました。既存の病院登録の医療機関コード欄を上書きしてもいいですか？ 

Q2. 病院名のみ変更になりました。既存の病院登録の病院名欄を上書きしてもいいですか？ 

Q3. 住所のみ変更になりました。既存の病院登録の住所欄を上書きしてもいいですか？ 

Q4. 月初からの医療機関コード変更でしたが、気付いたのが月途中でした。どのように訂正したらいいですか？ 

Q5. 月途中での医療機関コード変更です。レセプト請求はどうなりますか？ 

Q6. 以前から受付している病院のレセプトがオンライン請求エラー「L4346：処方せん発行医療機関の開設前又は 

廃止後の処方月日が記録されています。」にかかりました。エラー原因として、病院の医療機関コードが変更にな

っている可能性が高いと聞きましたが、処方箋記載の医療機関コードは変わっていません。 


